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建設業法の概要と
適正な施工体制・配置技術者
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近畿地方整備局



○ 第一の目的 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護すること。
○ 第二の目的 建設業の健全な発達を促進すること。

① 受注産業
⇒ 一品ごとの注文生産であり、あらかじめ品質を確認できない

② 移動産業
⇒ 機械や労働力の能率的な使用が難しい

③ 屋外産業
⇒ 気象天候の影響を大きく受ける

④ 総合産業
⇒ 他の各種産業と密接に結びついている

⇒ 長期間、不特定多数の業者が施工に関与する（下請が多く重層的）

建設生産物の特性（他の産業には見られない特殊性）

この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図る
ことによって、 建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業
の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする

建設業法第１条（目的）

建設業法の目的
近畿地方整備局
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建設業の許可を要するもの

監督処分

請負契約の適正化

建設業の許可を
要しないもの

技術者制度

500万円未満の建設工事

（建築一式工事については、
1500万円未満又は150㎡未
満の木造住宅工事）

許可制度

紛争の処理経営事項審査

特定建設業許可
（4,000万円※1以上の
下請契約を結ぶ工事）

（特定建設業以外）
一般建設業許可

（特定建設業以外）

国土交通
大臣許可

（2以上の
都道府県
に営業所
を設置）

国土交通
大臣許可

（2以上の
都道府県
に営業所
を設置）

２９業種
（土木工事業・建築工事業等）

許可の要件

⇒経営業務管理責任者の設置
経 営 能 力

⇒経営業務管理責任者の設置

⇒営業所専任技術者の設置
業種毎の技術力

⇒営業所専任技術者の設置

財産的基礎財産的基礎

主任技術者の設置
（全ての建設工事）

監理技術者の設置
（4,000万円※1以上の
下請契約を結ぶ工事）

技術者の専任配置
（公共性のある又は多数の者が利
用する施設・工作物に関する重要
な工事を行う場合）

技術者の専任配置
（公共性のある又は多数の者が利
用する施設・工作物に関する重要
な工事を行う場合）

都道府県
知事許可

（1の都道
府県のみ
に営業所
を設置）

都道府県
知事許可

（1の都道
府県のみ
に営業所
を設置）

建設工事の適正な施工の確保

経営に関する客観的事項の審査
（公共工事の入札に参加しようとする建設業者）

①経営規模
②経営状況
③技術力
④その他

法令遵守の実効性を確保するため
不適格な者に対する処分

○請負契約の片務性の改善
○下請負人保護の徹底

※ 許可を有さない者に対しても処分可能

公正な請負契約の締結義務
請負契約の書面締結義務 等

①指示処分
②営業停止処分
③許可取消処分
④罰則の適用

①あっせん
②調停
③仲裁

建設工事紛争審査会
（建設工事の請負契約に関する紛争の処理のため、国土交通
省及び都道府県に設置）（裁判外紛争処理機関（ＡＤＲ））

建設業法の概要

※1… 建築一式工事業の場合は、6,000万円

近畿地方整備局
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近畿地方整備局
建設業許可制度

○建設業を営もうとする者の資質の向上を図るためには、施工能力、資力、信用が
ある者に限り、その営業を認める制度が必要

○建設業法においては、「軽微な建設工事（※）」のみを請け負うことを営業とする
者を除き、建設業を営もうとする者は、建設業の許可を受けなければならない

建設業の許可制度

※「軽微な建設工事」とは、請負契約の額が500万円に満たない建設工事（建築一式工事に
あっては1,500万円に満たない工事又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事）をいう

「建設工事の請負契約」＝ 契約の形態や名称を問わず、報酬を得て、建設工事の完成を
目的として締結する契約

☞建設工事にあたらないもの
①草刈り、除雪、路面清掃などの作業 ②建設機械や仮設材などの賃貸借
③保守点検のみの委託契約 ④工作物の設計業務 ⑤地質調査、測量調査などの業務
⑥警備業務（交通誘導員） ⑦資材等の売買 など

建設工事の請負契約とは
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近畿地方整備局
建設工事の種類と許可業種

建設業の許可は、建設業法別表第一の上欄に掲げる 「土木一式工事」「建築一式工事」
「とび・土工・コンクリート工事」など、２９の建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の
下欄に掲げる業種に分けて与えるものとされている。

建設工事の種類 建設業の許可業種 建設工事の種類 建設業の許可業種
(建設業法別表第一上欄） (建設業法別表第一下欄） (建設業法別表第一上欄） (建設業法別表第一下欄）

1 土木一式工事 土木工事業 16 ガラス工事 ガラス工事業

2 建築一式工事 建築工事業 17 塗装工事 塗装工事業

3 大工工事 大工工事業 18 防水工事 防水工事業

4 左官工事 左官工事業 19 内装仕上工事 内装仕上工事業

5 とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 20 機械器具設置工事 機械器具設置工事業

6 石工事 石工事業 21 熱絶縁工事 熱絶縁工事業

7 屋根工事 屋根工事業 22 電気通信工事 電気通信工事業

8 電気工事 電気工事業 23 造園工事 造園工事業

9 管工事 管工事業 24 さく井工事 さく井工事業

10 タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 25 建具工事 建具工事業

11 鋼構造物工事 鋼構造物工事業 26 水道施設工事 水道施設工事業

12 鉄筋工事 鉄筋工事業 27 消防施設工事 消防施設工事業

13 舗装工事 舗装工事業 28 清掃施設工事 清掃施設工事業

14 しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 29 解体工事 解体工事業

15 板金工事 板金工事業

※「解体工事業」は、平成28年6月1日付けで新しく業種として追加されました。
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近畿地方整備局
大臣許可と知事許可

A県

国土交通大臣許可 ２以上の都道府県の区域内に営業所を設けて建設業を営む者

都道府県知事許可 １の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて建設業を営む者

国土交通大臣許可 都道府県知事許可

Ｂ県

C県

○
○
建
設本

社

○
○
建
設

Ｂ
支
社

○
○
建
設

Ｃ
営
業
所

A県

◎
◎
建
設

▲
▲
支
社

◎
◎
建
設本

社

◎
◎
建
設

◆
◆
営
業
所

Ｂ県
（営業所なし）

C県
（営業所なし）
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軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする場合を除き、
建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可が必要

建設業法上では、まずは一般建設業の許可が必要である旨を規定し、さらに‥‥‥

発注者から直接工事を請け負い、かつ、4,000万円（建築一式工事の場合は6,000万円）
以上を下請契約して工事を施工する者は特定建設業の許可が必要

特定建設業

一般建設業

二次下請E
工事請負契約

e 円

一次下請Ｂ
工事請負契約

b 円

一次下請C
工事請負契約

c 円

元請Ａ

発注者

発注者から直接工事を請け負う者

4,000万円以上になる場合、特定建設業の許可が必要です。

元請Ａ の締結する が一次下請との下請契約の総額（b＋c＋d）円

建設工事に該当しないため、判断の対象外

※建築一式工事の場合は、「4,000万円」を「6,000万円」に読み替える。

ポイント【特定建設業が必要な場合】

一次下請D
工事請負契約

d 円

測量業者G
測量委託契約

g 円

警備業者H
警備委託契約

h 円

三次下請F
工事請負契約

f 円

資材業者I
資材売買契約

i 円

近畿地方整備局
一般建設業と特定建設業
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営業所の専任技術者（法第７条第２項又は法第１５条第２項）

•営業所ごとに専任（当該営業所に常勤して専らその職務に従事する）

•許可の要件（業種毎に専任技術者が必要／複数業種の兼務は可能）

•建設工事に関する請負契約の適正な締結及びその履行を確保するために設置

主任技術者（法第２６条第１項）

•工事現場ごとに配置

•許可業者は、全ての建設工事に配置する義務がある

•施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工に従事する
者の技術上の指導監督を行う

監理技術者（法第２６条第２項）

•工事現場ごとに配置

•元請業者の下請負契約の総額が4000万円（建築一式工事は6000万円）以上の
場合、主任技術者に代えて配置

•施工計画の作成、工程管理、品質管理、その他技術上の管理、施工の従事する
者の技術上の指導監督を行う

近畿地方整備局
建設業法における技術者
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建設工事の適正な施工を確保するためには、実際に施工を行っている工事現場に一定の資格・経験を有す
る技術者を配置し、施工状況の管理・監督をすることが必要です。 （建設業法第26条）

主任技術者

①1級・2級の国家資格者 ②実務経験者

請負代金の額、元請・下請の別にかかわらず、
必ず工事現場に配置

（500万円未満の工事であっても、許可を受けた
建設業者であれば、主任技術者の配置が必要）

ま
た
は

１級の国家資格者 等

監理技術者

発注者から直接工事を請け負い（元請）、かつ、
4,000万円（建築一式の場合は6,000万円）以上
を下請契約を締結して施工する場合に配置

現場技術者の配置例

Ａ社＋B社＋C社
≧4,000万円（建築一式6,000万円） 監理技術者
<4,000万円（建築一式6,000万円） 主任技術者

Ｂ社（許可あり）

主任技術者

Ｅ社（許可なし）

必要なし

Ａ社（許可あり）

主任技術者

Ｄ社（許可あり）

主任技術者

Ｃ社（許可あり）

主任技術者

元 請

一次下請

二次下請

近畿地方整備局
工事現場に配置する技術者①
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主任技術者及び監理技術者（以下「監理技術者等」という。）については、工事を請
け負った企業と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることが必要とされています。

したがって、以下のような技術者の配置は認められません。
①在籍出向者や派遣社員など、直接的な雇用関係を有していない場合
②工事期間だけの短期雇用者など、恒常的な雇用関係を有していない場合

（ 監理技術者制度運用マニュアル 二-四（3））

監理技術者等に求められる雇用関係

特に国、地方公共団体等が発注する建設
工事においては、専任の監理技術者等は、
所属建設業者から入札の申込のあった日以
前に、３ヶ月以上の雇用関係にあることが
必要です。

恒常的な雇用関係については、監理技術
者資格者証の交付年月日若しくは変更履歴
又は健康保険被保険者証の交付年月日等に
より確認できることが必要です。

（監理技術者制度運用マニュアル二-四（3））

近畿地方整備局

なお、変更等により工事途中で下請契約の請負代金の総額が4,000万円以上となったような場合
には、その時点で主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければなりません。

（ 監理技術者制度運用マニュアル二-二（4））

工事現場に配置する技術者②

11



近畿地方整備局
工事現場に配置する技術者③
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元請の監理技術者等 下請の主任技術者
【参考】下請の主任技術者

(専ら複数工種のマネージメント)

役割 ○請け負った建設工事全体の統括的施
工管理

○請け負った範囲の建設工事の施工管
理

○請け負った範囲の建設工事の統括的施
工管理

施工計画の

作成

○請け負った建設工事全体の施工計画
書等の作成

○下請の作成した施工要領書等の確認
○設計変更等に応じた施工計画書等の
修正

○元請が作成した施工計画書等に基づ
き、請け負った範囲の建設工事に関す
る施工要領書等の作成

○元請等からの指示に応じた施工要領
書等の修正

○請け負った範囲の建設工事の施工要領
書等の作成

○下請の作成した施工要領書等の確認
○設計変更等に応じた施工要領書等の修
正

工程管理
○請け負った建設工事全体の進捗確認
○下請間の工程調整
○工程会議等の開催、参加、巡回

○請け負った範囲の建設工事の進捗確
認

○工程会議等への参加※

○請け負った範囲の建設工事の進捗確認
○下請間の工程調整
○工程会議等への参加※、巡回

品質管理

○請け負った建設工事全体に関する下
請からの施工報告の確認、必要に応じ
た立ち会い確認、事後確認等の実地の
確認

○請け負った範囲の建設工事に関する
立ち会い確認（原則）

○元請（上位下請）への施工報告

○請け負った範囲の建設工事に関する下
請からの施工報告の確認、必要に応じ
た立ち会い確認、事後確認等の実地の
確認

技術的指導

○請け負った建設工事全体における主
任技術者の配置等法令遵守や職務遂行
の確認

○現場作業に係る実地の総括的技術指
導

○請け負った範囲の建設工事に関する
作業員の配置等法令遵守の確認

○現場作業に係る実地の技術指導

○請け負った範囲の建設工事における主
任技術者の配置等法令遵守や職務遂行
の確認

○請け負った範囲の建設工事における現
場作業に係る実地の総括的技術指導

元請の監理技術者等の職務と下請の主任技術者の職務については、大きく二分して整理し、明確化
しています。また、下請の主任技術者が専ら複数工種のマネージメントを行い監理技術者に近い役割
を担う場合、その職務は下表右欄となります。 （ 監理技術者制度運用マニュアル 二－三）

監理技術者等の職務の明確化



近畿地方整備局

「営業所における専任の技術者の取扱いについて（H15.4.21国総建第18号）」

監理技術者・主任技術者の専任を要する工事

営業所の
専任技術者
営業所の

専任技術者

専任を要し
ない監理技

術者等

専任を要し
ない監理技

術者等

営業所 工事現場
■営業所の専任技術者と監理技術者等との関係

営業所の専任技術者は、営業所に常勤して専らその職
務に従事することが求められるため、原則として監理技
術者等を兼務することはできません。ただし、特例とし
て、下記の要件を全て満たす場合は、営業所の専任技術
者が監理技術者等となることができます。

①当該営業所において請負契約が締結された建設工事で
あること
②工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時
連絡を取りうる体制にあること
③専任を要しない監理技術者等であること

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重
要な建設工事（以下「公共性のある重要な建設工事」という。）で、工事一件の請負金額が
3,500万円（建築一式工事の場合は7,000万円）以上のものについては、工事現場ごとに専
任の監理技術者等を置かなければなりません。 (建設業法第26条第3項）

○元請、下請の区別なく監理技術者等の専任が求められます。
○「公共性のある重要な建設工事」とは、戸建て住宅を除くほとんどの建設工事が該当します。
○「工事現場ごとに専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に当該工事現場に

係る職務にのみ従事していることをいいます。
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専任の監理技術者は、「監理技術者資格者証」の交付を受けており、かつ、監理技術者講
習を受けている者※の中から選任しなければなりません。（建設業法第26条第4項）

（※選任された監理技術者は、選任期間中のいずれの日においても、その日の前５年以内に行われた講習を受講してい
なければならない。）

また、前項の規定により選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理
技術者資格者証を提示しなければなりません。（建設業法第26条第5項）

近畿地方整備局

従前の監理技術者資格者証（左）と監理技術者講習修了証（右）

（表面）

（裏面）

（表面）

（裏面）

（表面）

（裏面）

H28.6.1以後の監理技術者資格者証

平
成
28
年
6
月
よ
り
統
合

氏 名 年 月 日 生 本 籍

住 所

初 回 交 付 年 月 日 交 付 年 月 日

交 付 番 号 第 号

監 理 技 術 者 資 格 者 証
平 成 年 月 日 まで有効

所 属 建 設 業 者 許可番号

有 す る
資 格
建 設 業 の 種 類 土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清 解

有 ・ 無

85.47ミリメートル以上

写 真

国土交通大臣
指定資格者証交付機関代表者

印

監理技

術者講

習修了

履歴

修了証番号：第 号 修了年月日：

氏名： 生年月日：

講習実施機関名： 印

資

格

者

証

備

考

氏 名 年 月 日 生 本 籍

住 所

初 回 交 付 年 月 日 交 付 年 月 日

交 付 番 号 第 号

監 理 技 術 者 資 格 者 証
平 成 年 月 日 まで有効

所 属 建 設 業 者 許可番号

有 す る
資 格
建 設 業 の 種 類 土 建 大 左 と 石 屋 電 管 タ 鋼 筋 舗しゆ 板 ガ 塗 防 内 機 絶 通 園 井 具 水 消 清

有 ・ 無

85.47ミリメートル以上

写 真

国土交通大臣
指定資格者証交付機関代表者

印

備 考 ※講習修了者がラベルを
貼る又は建設業技術者セ
ンターで修了情報を確認
出来た場合は印字

監理技術者資格者証

14



技術者の資格一覧表

近畿地方整備局
技術者の資格一覧表

15

一般建設業者 一般建設業者

4,000万円※1

以上
4,000万円※1

未満

4,000万円※1

以上は
契約できない

4,000万円
以上

4,000万円
未満

4,000万円
以上は

契約できない

工事現場に置くべき
技術者

監理技術者 監理技術者

技術者の資格要件

①一級国家資格
者
②国土交通大臣
認定者

①一級国家資格
者
②指導監督的な
実務経験者

技術者の現場専任 公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円※2以上となる工事

監理技術者資格者
証の必要性

技術者の専任を
要する建設工事

のときに必要

技術者の専任を
要する建設工事

のときに必要

必要ない

特定建設業者

その他（左記以外の22業種）
（大工、左官、とび･土工・コンクリート、石、屋根、タ
イル・れんが・ブロック、鉄筋、しゅんせつ、板金、ガ
ラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶
縁、電気通信、さく井、建具、水道施設、消防施設、
清掃施設、解体）工事業

主任技術者 主任技術者

①一級・二級国家資格者
②指定学科＋実務経験者
③実務経験者（10年以上）

①一級・二級国家資格者
②指定学科＋実務経験者
③実務経験者（10年以上）

指定建設業（7業種）
（土木、建築、管、鋼構造物、舗装、電気、造園）工事
業

許可を受けている業種

許可の種類

元請工事における
下請金額の合計

工
事
現
場
の
技
術
者
制
度

特定建設業者

必要ない

※1：建築一式工事の場合は、6,000万円 ※2：建築一式工事の場合は、 7,000万円



（※）附帯工事について（建設業法第４条）

建設業者は、許可を受けた建設業以外の建設工事であっても、許可を受けた建設業に係る建設
工事に附帯する工事であれば請け負うことができます。これを「附帯工事」といいます。

①主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事（例：管工事の施工に伴って必
要を生じた熱絶縁工事、屋根工事の施工に伴って必要を生じた塗装工事 など）

②主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事（例：屋内電気工事の施工に伴っ
て必要を生じた内装仕上工事、建具工事の施工に伴って必要を生じたコンクリート工事 など）

○資格要件は、主任技術者と同じです。
○資格要件が備わっていれば、監理技術者又は主任技術者が兼任できます。
○専門技術者を配置しない場合は、当該建設工事の許可を受けた建設業者と下請負契約が必要です。
○建設業の許可を必要としない「軽微な建設工事」を除きます。

近畿地方整備局
【参考】 専門技術者について

16

建設業者は、土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、これら一式の内容である
他の建設工事を自ら施工しようとする場合は、当該建設工事に関する『専門技術者』を工事現場に
置かなければなりません。（建設業法第26条の2第1項）

土木一式工事及び建築一式工事の場合

建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事に附帯する他の建設工事（附帯工事）を施工する場
合、当該建設工事に関する『専門技術者』を置かなければなりません。（建設業法第26条の2第2項）

附帯工事（※）の場合



近畿地方整備局
【参考】 現場代理人とは・・・

現場代理人とは、現場において「請負人の任務の代行をする者」

現場代理人は、標準請負契約約款（※１）で定められた者であり、

建設業法には要件等の規定はない（※２）

（※１ 「公共工事標準請負契約約款」、「建設工事標準下請契約約款」等）

（※２ ただし、現場代理人を選任した場合の通知義務あり［法第19条の2］）

現場代理人と主任技術者又は監理技術者とは兼務可能

現場代理人は、

原則として工事現場への常駐が求められる
※標準請負契約約款の改正により、平成22年度以降、現場代理人として
の業務に支障がなく、常時連絡が取れる体制にある場合は、常駐を免除
することができる
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特定建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約
の総額が4,000万円（建築一式工事:6,000万円）以上になる場合は、施工体制台帳及び施工
体系図を作成することが義務付けられています。（建設業法第24条の7）

施工体制台帳は、工事施工を請け負う全ての業者名、各業者の施工範囲、配置技術者の氏
名等を記載した台帳のことをいいます。

施工体制台帳及び施工体系図を
作成しなければならない工事

元請である特定建設業者が、
総額で4,000万円（建築一式
の場合は6,000万円）以上、
下請契約を締結するとき作成

施工体制台帳 施工体系図

※ 建設工事に該当しない資材納入、調査業務、運搬業務、 警備業務などの契約金額は含みません。

一次下請

元請業者

一次下請

測量業者

資材業者

警備業者

運搬業者

建設工事の請負金額 2,500万円

建設工事の請負金額 2,000万円

測量の委託契約 50万円

資材の売買金額 500万円

警備の請負金額 100万円

運搬の請負金額 100万円

4,500万 ≧ 4,000万円

必 要

一次下請

元請業者

一次下請

一次下請

資材業者

警備業者

運搬業者

建設工事の請負金額 1,200万円

建設工事の請負金額 800万円

資材の売買金額 500万円

警備の請負金額 100万円

運搬の請負金額 100万円

不 要

建設工事の請負金額 1,800万円

3,800万 ＜ 4,000万円

※平成27年4月1日以降に契約する公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施工体制台帳を
作成しなければなりません。

近畿地方整備局
施工体制台帳及び施工体系図の作成①
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何のために施工体制台帳は
必要なのでしょうか？

①品質・工程・安全管理などの
施工上のトラブルの発生

②不良・不適格業者の参入、
建設業法違反（一括下請負等）

③安易な重層下請 → 生産効率低下

施工体制台帳の作成が必要な工事については、公共工事、民間工事を問わず作成しなければなり
ません。また、請け負った建設工事の目的物を発注者に引き渡すまでの期間、工事現場ごとに備え
置く必要があります。

さらに、公共工事においては施工体制台帳の写しを発注者に提出しなければなりません。（入札
契約適正化法第15条第2項）

施工体制台帳の提出・閲覧・保存

施工体制台帳

現場に据え置く（工事中）

公共工事

写しの提出 発注者の閲覧

民間工事

施工体制台帳の作成を通じて元請業者に
現場の施工体制を把握させることで、

を防止しようとするものです。

5年間保存（工事完了後）

近畿地方整備局
施工体制台帳及び施工体系図の作成②
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施工体制台帳等に記載すべき下請負人の範囲は、「建設工事の請負契約」における全ての下請負人（無許可業者を含
む。）を指しますので、一次下請だけでなく二次下請、三次下請等も記載の対象になります。

建設工事の請負契約に該当しない資材納入や調査業務、運搬業務などにかかる下請負人等につい
ては、建設業法上は記載の必要はありませんが、仕様書等により発注者が記載を求めているときに
は記載が必要となる場合もあります（例えば、国土交通省発注工事では、警備会社との契約につい
て共通仕様書により記載を求めています。）。

元請業者A 一次下請業者B 二次下請業者E

二次下請業者F

三次下請業者H

運搬業者

一次下請業者C 二次下請業者G 資材業者

一次下請業者D

資材業者

＝一次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知

＝二次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知するとともに、元請業者(作成特定建設業者)
に対し再下請通知書を提出

＝三次下請業者に対し施工体制台帳作成対象工事である
旨を通知するとともに、元請業者(作成特定建設業者)
に対し再下請通知書を提出

＝再下請負していないため、施工体制台帳作成対象工事
である旨の通知及び再下請通知書の提出義務なし

警備業者

施工体制台帳の作成範囲

施工体制台帳の構成

Aの専門技術者に関する書面

Aの技術者の雇用関係を
証する書面

Aの技術者の資格を証する
書面

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請D）

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請C）

契約書の写し
（元請 ⇔ 一次下請B）

契約書の写し
（発注者 ⇔ 元請）

施工体制台帳

一次下請
B,C,Dに

関する事項

元請A作成分 一次下請B関係

再下請負通知書

二次下請
Eに

関する事項

再下請負通知書

三次下請
Hに

関する事項

契約書の写し
（二次下請E⇔三次下請H）

契約書の写し
（一次下請B⇔二次下請E）

契約書の写し
（一次下請B⇔二次下請F）

再下請負通知書

二次下請
Fに

関する事項

一次下請B作成分 二次下請E作成分 一次下請B作成分

一次下請C関係

契約書の写し
（一次下請C⇔二次下請G）

再下請負通知書

二次下請
Gに

関する事項

一次下請C作成分

①元請業者と一次下請業者の記載事項と添付書類 ②再下請負通知の記載事項と添付書類

※ 一次下請業者D、二次下請業者F、二次下請業者G、三次下請業者H については、
再下請負していないため、 再下請負通知書の提出義務なし

※ 民間工事の場合は、下請間の契約書の「請負金額に係る部分」は除いて良い。

近畿地方整備局
施工体制台帳等へ記載する下請負人の範囲
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施工体制台帳には、作成特定建設業者の許可に関する事項、請け負った建設工事に関する
事項、下請負人に関する事項、社会保険の加入状況、外国人建設就労者の従事の状況などを
記載しなければなりません。（建設業法施行規則第14条の2）

施工体制台帳の記載内容

工事内容と建設業許可

配置技術者の氏名と資格

請負契約関係

社会保険（健康保険・厚生年金保険・
雇用保険）の加入状況

施工体制台帳の添付書類

①発注者との請負契約書
作成建設業者が請け負った建設工事の契約書の写し

②下請契約書
一次下請との契約書の写し及びニ次下請以下の下請負人が締結した全ての請負契約書の写し

③主任技術者又は監理技術者（専門技術者）関係（元請企業）
○主任技術者が資格を有することを証する書面（学校及び学科を修めたことを証する学校の証明書、実務の経験を証する

使用者の証明書、技術認定合格証明書、監理技術者資格者証明書等の写し）
○監理技術者（専任を要する場合）が監理技術者資格を有することを証する書面（監理技術者資格者証の写し）
○主任技術者又は監理技術者が所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることを証明するものの写し（健康保険

証等又は監理技術者資格者証の写し）
○専門技術者（置いた場合に限る）の資格及び雇用関係を証する書面

近畿地方整備局

外国人建設就労者の従事の状況

「施工体制台帳の作成等について（H26.12.25国土建第198号）」

施工体制台帳の記載内容と添付書類
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「施工体制台帳・施工体系図」作成に係る関係者への周知義務 (建設業法施行規則第14条の3)

現場への掲示文例

この建設工事の下請負人となり、その請け負った建設工事を他の建設業を営
む者に請け負わせた方は、遅滞なく、工事現場内建設ステーション／△△営業
所まで、建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の4に規定す
る再下請負通知書を提出して下さい。

一度通知した事項や書類に変更が生じたときも変更の年月日を付記して同様
の書類を提出して下さい。

○○建設（株）

まずは、施工体制台帳作成工事である
ことを工事関係者に周知しよう

行う者：元請業者

●現場内の見やすい場所に
再下請通知書の提出案内を
掲示

掲

示

書
面
通
知

行う者：全ての業者

●下請に工事を発注する際、
以下を書面で通知
○元請業者の名称
○再下請負通知が必要な旨
○再下請通知書提出場所

下請業者への書面通知例

下請負人となった皆様へ
今回、下請負人として貴社に施工を分担していただく建設工事については、

建設業法（昭和24年法律第100号）第24条の7第1項により、施工体制台帳を
作成しなければならないこととなっています。
① この建設工事の下請負人（貴社）は、その請け負った建設工事を他の建設

業を営む者（建設業の許可を受けていない者を含みます。）に請け負わせた
ときは、建設業法第24条の7第2項の規定により、遅滞なく、建設業法施行
規則（昭和24年建設省令第14号）第14条の4に規定する再下請負通知書を
当社あてに次の場所まで提出しなければなりません。また、一度通知いただ
いた事項や書類に変更が生じたときも、遅滞なく、変更の年月日を付記して
同様の通知書を提出しなければなりません。

② 貴社が工事を請け負わせた建設業を営む者に対しても、この書面を複写し
交付して、「もしさらに他の者に工事を請け負わせたときは、作成特定建設
業者に対する①の通知書の提出と、その者に対するこの書面の写しの交付が
必要である」旨を伝えなければなりません。

作成建設業者の商号 ○○建設(株)
再下請負通知書の提出場所 工事現場内建設ステーション／△△営業所

近畿地方整備局
施工体制台帳等の作成に係る通知義務
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施工体制台帳の作成が義務付けられたことに伴い、下請負人がさらにその工事を再下請負し
た場合、元請である特定建設業者に対し、再下請負通知書を提出しなければなりません。

（建設業法第24条の7第2項）

再下請負通知書の内容

①自社に関する事項

②自社が注文者と締結した建設工事の請負
契約に関する事項

③自社が下請契約を締結した再下請負人に
関する事項（注）

④自社が再下請負人と締結した建設工事の
請負契約に関する事項（注）

（注）添付書類（請負契約書の写し）に記載されている事項
は、再下請通知書への記載が省略できます。

発 注 者

元 請 負 人

二次下請負人がさ
らにその工事を再下
請負した場合は再下
請通知書を元請負人
に提出します（一次
下請負人経由可）。

⑤社会保険（健康保険・厚生年金保険・雇用
保険）の加入状況

一次下請負人
（再下請負通知人）

二次下請負人
（再下請負通知人）

再下請負通知書

近畿地方整備局

⑥外国人建設就労者の従事の状況

再下請負通知書
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施工体系図のイメージ

工事の名称、工期、
発注者の名称

●作成建設業者の名称
●監理・主任技術者の

氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●下請負人の名称
●工事内容
●工期
●主任技術者の氏名

●専門技術者の氏名
●担当工事内容

（元請）

（一次下請）

（二次下請） （三次下請）

施工体系図

各下請業者の施工
の分担関係を図示
したフロー図

注１）下請負人に関する表示は、現に
施工中（契約書上の工期中）の者につ
いて行うことが必要です。

注２）主任技術者の氏名の記載は、当
該下請負人が建設業者である場合に限
り必要です。（主任技術者は、当該下
請負人が建設業者であるときに置くこ
とが義務付けられています。）

注３）「専門技術者」とは、監理技術
者又は主任技術者に加えて置く建設業
法第２６条の２の規定による技術者を
いいます。

施工体系図は、作成された施工体制台帳に基づいて、各下請負人の施工分担関係が一目で
分かるようにした図のことです。施工体系図を見ることによって、工事に携わる関係者全員
が工事における施工分担関係を把握することができます。

施工体系図は工事の期間中、公共工事については工事現場の工事関係者が
見やすい場所及び公衆の見やすい場所に、民間工事については工事関係者が
見やすい場所に、掲示しなければなりません。(建設業法24条の7)

したがって、工事の進行によって表示すべき下請業者に変更があった場合
は、速やかに施工体系図の表示の変更をしなければなりません。

施工体系図の掲示

公共工事

現場内の見やすい場所

公衆の見やすい場所

民間工事

現場内の見やすい場所

近畿地方整備局
施工体系図
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建設業法では、建設業の営業又は建設工事の施工が建設業法による許可を受けた適法な業者
によってなされていることを対外的に明らかにするため、建設業者に対し、その店舗及び建設
工事現場ごとに、一定の標識を掲げることを義務付けています。（建設業法第40条）

「

」

「

」

建設業の許可を受けた建設業者が標識を店舗に掲げる場合 建設業の許可を受けた建設業者が標識を建設工事の現場に掲げる場合

建　　設　　業　　の　　許　　可　　票

資 格 者証 交付 番号

専 任 の 有 無

代 表 者 の 氏 名

商 号 又 は 名 称

一 般 建 設 業 又 は 特 定 建 設 業 の 別

許 可 を 受 け た 建 設 業

許 可 番 号

許 可 年 月 日

については、不要のものを消すこと。

記載要領

１　「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の

　氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。

この店舗で営業している

建設業

国土交通大臣

記載要領

２　「専任の有無」の欄は、法第26条第3項の規定に該当する場合に、「専任」と記載すること。

３　「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号

　イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。

４　「資格者証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する
　資格者証の交付番号を記載すること。

５　「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を

　受けた建設業を記載すること。

国土交通大臣
許可 （　）第　　 号

知事

国土交通大臣
については、不要のものを消すこと。

知事

国土交通大臣
許可 （　）第　　 号

国土交通大臣
許可 （　）第　　 号

知事

知事
許可 （　）第　　 号

国土交通大臣

知事
　許可　（　）　第　　　　　号

一般建設業又は特定建

設業の別
許 可 を受 けた 建 設 業 許 可 年 月 日許　　可　　番　　号

国土交通大臣

建　　設　　業　　の　　許　　可　　票

商 号 又 は 名 称

代 表 者 の 氏 名

知事

６

資 格 名

主 任 技術 者の 氏名

40㎝以上

3
5
㎝

以
上

35㎝以上

2
5
㎝

以
上

近畿地方整備局
建設業法で定める標識の掲示
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近畿地方整備局

建設現場における建設業法令遵守
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建設生産システムにおける 『しわ寄せ』 等の状況 近畿地方整備局

27

公正な競争基盤の確立のため、元請企業による下請企業への不当なしわ寄せとなる行為を法律により規制

建 設 業 法 の 制 定



近畿地方整備局
請負契約に関する法令遵守①

請負契約の原則（法第18条）
建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて
公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければならない。

「建設工事の請負契約の当
事者」には、建設業者だけ
でなく、注文者（発注者）
も含まれます

☞ ポイント

対等な立場

28



近畿地方整備局
請負契約に関する法令遵守②

①工事内容
②請負代金の額
③工事着手・工事完成の時期
④請負代金の全部又は一部の前払金又は出来高部分に対す

る支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
⑤当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは

工事の全部若しくは一部の中止の申出があった場合にお
ける工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及
びそれらの額の算定方法に関する定め

⑥天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及
びその額の算定方法に関する定め

⑦価格等の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工
事内容の変更

⑧工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠
償金の負担に関する定め

⑨注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械そ
の他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関す
る定め

⑩注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検
査の時期及び方法並びに引渡しの時期

⑪工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
⑫工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履

行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に
関する定めをするときは、その内容

⑬各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合におけ
る遅延利息、違約金その他の損害金

⑭契約に関する紛争の解決方法

契約書に記載しなければならない事項14項目。
見積依頼時にも、②請負代金を除いた13項目が
必要。

請負契約の内容（法第19条）
建設工事の請負契約の当事者は、前条（法第18条）の趣旨に従って、契約の

締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に
交付しなければならない。
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近畿地方整備局

①予定価格が500万円に満たない工事 1日以上
②予定価格が500万円以上5,000万円に満たない工事 10日以上
③予定価格が5,000万円以上の工事 15日以上

（ただし、②③については、やむを得ない事情があるときは５日以内で短縮が可能。）

請負契約に関する法令遵守③

建設工事の見積り等（法第20条［抜粋］）
①工事内容に応じ、工事の種別毎に材料費、労務費その他の経費の内訳を明ら
かにして、建設工事の見積りを行うよう努めなければならない。

②注文者から請求があったときは、請負契約が成立するまでの間に、建設工事
の見積書を交付しなければならない。

③建設工事の注文者は、できる限り具体的な内容を提示し、かつ、当該建設工
事の見積りをするために必要な政令で定める一定の期間を設けなければならな
い。

建設業法施行令第６条（建設工事の見積期間）
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【参考】無許可業者との請負契約の事例

例１）変更で500万円を超えてしまった

当初契約時は500万円未満であったことから軽微な工事扱いとなるため、許可を持たない

A社と契約を締結したが、追加工事が発生したため、結果的に５００万円を超える請負契約を

締結した。

例２）材料等の価格を合算したところ、500万円を超えていた
機器据付費150万円＋機械製造費400万円=500万円を超えるため許可が必要にも係わらず、

工事部分が機器据付のみであることから許可不要と誤認し、請負契約を締結した。

例３）下請業者が必要な許可を持っていなかった
下請業者が許可を取得していると誤認し、実際には許可を有していない業種について、500

万円を超える請負契約を締結した。

近畿地方整備局
請負契約に関する法令遵守④

無許可業者との契約
建設業法第３条第１項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営

む者と下請負契約を締結すること。
無許可業者と下請負契約を締結した建設業者は、建設業法第28条第１項第６

号に基づき営業停止等の監督処分の対象となります。
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近畿地方整備局
技術者等の配置に関する違反態様

専任を要する監理技術者等が他の工事に従事
専任の監理技術者等（主任技術者を含む。以下同じ。）は、専らその工事にの

み従事しなければならず、同時に他の工事に従事することは、建設業法第26条第
３項に違反します。

営業所の専任技術者が監理技術者等として従事
営業所の専任技術者は、専ら営業所において建設業の営業業務に従事する必要

があります。特例を除き、監理技術者等として従事することは、建設業法第７条
第２号又は第15条第２号及び第26条第３項に違反します。

出向者や他社の従業員を監理技術者等として配置
工事に配置される監理技術者等は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係が

必要です。直接的かつ恒常的な雇用関係に無い者が監理技術者等として従事する
ことは、原則として、監理技術者等の不設置となり、建設業法第26条第１項又は
第２項に違反します。
（企業集団確認書による認定を受けている場合等を除く。）
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工事の一括下請負（丸投げ）とは、工事を請け負った建設業者が、施工において実質的に
関与を行わず、下請負人にその工事の全部又は独立した一部を請け負わせることをいいます。
建設業法では、これを「一括下請負」と呼び、原則として禁止しています。

◆ 発注者が建設業者に寄せた信頼を裏切る行為

◆ 施工責任があいまいになることで、手抜き工事や
建設労働従事者の労働条件の悪化につながる

◆ 中間搾取を目的とした施工能力のない商業ブロー
カー的不良建設業者の輩出を招く

建設業法が一括下請負を禁止している理由 発 注 者

元 請 負 人

一次下請負人

二次下請負人

下請契約

下請契約

一括して人に請
け負わせてはい
けません。
（第22条第1項）

一括して人から
請け負ってはい
けません。
（第22条第2項）

下請負間でも
一括下請負は

禁止！

一括下請負は、公共工事については全面禁止！
民間工事についても原則禁止！

●一括下請は、公共工事については、全面禁止されています。
●民間工事は、発注者の書面による事前承諾がある場合を除き、禁止されています。

ただし、一定の民間工事（共同住宅を新築する工事）については、一括下請が全面禁止されています。

近畿地方整備局
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②下請（①以外の者）が果たすべき役割①元請(発注者から直接請け負った者)が果たすべき役割

施工計画の
作成

○請け負った建設工事全体の施工計画書等の作
成
○下請負人の作成した施工要領書等の確認
○設計変更等に応じた施工計画書等の修正

工程管理 ○請け負った建設工事全体の進捗確認
○下請負人間の工程調整

品質管理
○請け負った建設工事全体に関する下請負人

からの施工報告の確認、必要に応じた立会確
認

安全管理
○安全確保のための協議組織の設置及び運営、

作業場所の巡視等請け負った建設工事全体の
労働安全衛生法に基づく措置

技術的指導
○請け負った建設工事全体における主任技術者

の配置等法令遵守や職務遂行の確認
○現場作業に係る実地の総括的技術指導

その他

○発注者等との協議・調整
○下請負人からの協議事項への判断・対応
○請け負った建設工事全体のコスト管理
○近隣住民への説明

施工計画の
作成

○請け負った範囲の建設工事に関する施工要領書等の
作成

○下請負人が作成した施工要領書等の確認
○元請負人等からの指示に応じた施工要領書等の修正

工程管理 ○請け負った範囲の建設工事に関する進捗確認

品質管理
○請け負った範囲の建設工事に関する立会確認（原

則）
○元請負人への施工報告

安全管理
○協議組織への参加、現場巡回への協力等請け負った

範囲の建設工事に関する労働安全衛生法に基づく措
置

技術的指導
○請け負った範囲の建設工事に関する作業員の配置等

法令遵守
○現場作業に係る実地の技術指導※

その他

○元請負人との協議※

○下請負人からの協議事項への判断・対応※

○元請負人等の判断を踏まえた現場調整
○請け負った範囲の建設工事に関するコスト管理
○施工確保のための下請負人調整

⇒ 元請は、以上の事項を全て行うことが求められる ⇒ 下請は、以上の事項を主として行うことが求められる

○「実質的に関与」とは、自ら施工計画の作成、工程管理、品質管理、安全管理、技術的指導等を
行うことをいい、具体的な元請・下請の役割については以下のとおりです。

（関連通知：「一括下請負の禁止について（平成28年10月14日付国土建第275号）」）

（注）※は、下請が、自ら請けた工事と同一の種類の工事について、
単一の建設企業と更に下請契約を締結する場合に必須とする事項 34

一括下請負禁止の明確化について
近畿地方整備局



近畿地方整備局
施工体制台帳等のチェックポイント①

◇施工体制台帳のチェックポイント［公共工事］

①施工体制台帳が適切に作成され、発注者に提出されているか

②請負業者（元請）の建設業許可は特定建設業者の許可か
一般建設業者の場合、下請金額が4000万円未満か

③監理技術者又は主任技術者の国家資格等は適切か

④施工体制台帳に添付すべき資料が添付されているか

⑤下請業者の建設業許可や主任技術者は適切か

⑥社会保険等に未加入の下請業者はいないか

⑦外国人建設就労者の従事の状況は記載されているか

⑧再下請負通知書に添付すべき資料が添付されているか
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近畿地方整備局
施工体制台帳等のチェックポイント②

◇施工体系図のチェックポイント［公共工事］

①下請業者は不明確な施工体系となっていないか

②安易な重層下請になっていないか

③主任技術者等は適切に配置されているか

④施工体系図に記載のない業者が出入りしていないか
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近畿地方整備局
下請負人に対する特定建設業者の指導等 （法第24条の6）

発注者から直接建設工事を請け
負った特定建設業者（元請）は、

建設工事の下請負人が、その下請
負に係る建設工事の施工に関し、

①建設業法

②建設工事の施工に関する法令
（建築基準法、宅地造成法等）

③建設工事に従事する労働者の使
用に関する法令（労働基準法、職
業安定法、労働安全衛生法等）

の規定で政令で定めるものに違反
しないよう

当該下請負人の指導に努める

ものとする。

法
令
等
に
違
反
し
な
い
よ
う
指
導
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12－１ 独占禁止法との関係について（建設業の下請取引に関する建設業法との関係）
12－２ 社会保険・労働保険について（社会保険等のへの加入） 【Ｈ２４．７改訂】
12－３ 労働災害防止対策について（実施者と経費の負担の明確化） 【Ｈ２６．１０改訂】

１．見積条件の提示（建設業法第20条第3項）
２．書面による契約締結【書面の交付等（下請法第３条）】

２-１．当初契約（建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3）
２-２．追加・変更契約（建設業法第19条第2項、第19条の3）
２-３．工期変更に伴う変更契約（建設業法第19条第2項、第19条の3） 【Ｈ２０．９改訂】

３．不当に低い請負代金（建設業法第19条の3）【買いたたきの禁止（下請法第４条Ⅰ⑤）】
４．指値発注（建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項）
５．不当な使用資材等の購入強制（建設業法第19条の4）【購入・利用強制の禁止（下請法第４条Ⅰ⑥）】
６．やり直し工事（建設業法第18条、第19条第2項、第19条の3）【不当な内容の変更、やり直し禁止（下請法第４条Ⅱ④）】
７．赤伝処理（建設業法第18条、第19条第1項、第19条の3、第20条第3項）【減額の禁止（下請法第４条Ⅰ③）】
８．工期（建設業法第19条第2項、第19条の3）
９．支払保留（建設業法第24条の3、第24条の5）【支払代金の期日（下請法第２条の２）等】
10．長期手形（建設業法第24条の5第3項）【割引困難な手形の交付禁止（下請法第４条Ⅱ②）】
11．帳簿の備付け及び保存（建設業法第40条の3）【書類等の作成保存（下請法第５条）】

本ガイドラインは、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するか具体的に示すことにより、
法律の不知による法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築及び公正かつ透明な取引の実現を図ることを目
的として策定

（１）建設業の下請取引における取引の流れに沿った形で、見積条件の提示、契約締結といった以下の10項目について、

ア．留意すべき建設業法上の規定を解説 イ．建設業法に抵触するおそれのある行為事例を提示

１．策定の趣旨

２．本ガイドラインの内容

（２）関連法令の解説として以下の内容を掲載
※ 上記は類似の規制を示したものであり、同じ内容ではないことに留意。

建設業法令遵守ガイドラインの概要 （Ｈ１９．６策定）
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建設業法令遵守ガイドラインの改訂について （平成29年3月改定）

○下請代金の支払手段に係る動き
平成２８年１２月に下請中小企業振興法に基づく振興基準等が改正され、下請代金の支払手段につい

て見直し。

○関係法令の改正
建設業法施行令が改正され、物価上昇及び消費税増税等を踏まえ、施工体制台帳の作成等を要する金

額要件を引き上げ。

背 景

○下請代金の支払手段について項目を追加
下請中小企業振興法に基づく振興基準等の改正を踏まえ、下請代金の支払手段に係る項目を追加し、

下記内容について明記。
① 下請代金はできる限り現金払い
② 手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう、下請代金の額を十分協議
③ 手形期間は１２０日を超えてはならないことは当然として、将来的に６０日以内とするよう努力

○違反行為事例の充実
立入検査で多く見られる違反（のおそれのある）行為事例を追加。

○関係法令の改正への対応
平成２８年６月１日施行の建設業法施行令の改正内容を反映させるため、帳簿の添付書類である施工

体制台帳等の作成金額要件について改正。

改正概要
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国交省HP トップページ

Q&A（よくある質問）

最新の建設業法関連通達、ガイドライン、マニュアルは、国交省のホームページにて御確認下さい。

土地・建設産業ページ

建設業トップページ

建設業法令遵守ページ

関係通達、ガイドライン、マニュアル
近畿地方整備局
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建設業の社会保険加入対策

近畿地方整備局
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「災害時の応急対応」を支える

○3月11日の震災直後より避難所の緊急耐震診断等を実施するとと
もに、同日午後6時には道路啓開作業を開始（仙台建設業協会）

○建設業は、地域のインフラの整備・維持の担い手であると同時に、
地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、なくてはならない存在

○基幹産業として地域の雇用を支えると同時に、本業の経験を活かし地方創生にも貢献

「地方創生」を支える

○本業で磨いてきた力を活用し、新たな分野における創意工夫ある
取組を通じて、活力ある地域づくりに貢献

作業後

地域を支える建設業に期待される役割

「地域インフラの整備･維持」を支える

○地域を支えるインフラ整備やメンテナンスを着実に実施

「地域の社会･経済」を支える

○生産年齢人口の５％を雇用する
基幹産業として、地域の雇用を
下支え

○地域住民の生活が円滑に行われ
るよう、除雪等を実施

▲橋梁に対する診断

▲林建協働（岐阜県飛騨地域） ▲建設と農業の多能工（愛媛県）

▲修繕･耐震補強
▲国道メンテナンス

▲地域雇用の促進

○地震直後より熊本県との「大
規模災害時の支援活動に関す
る協定」により支援活動を実
施（熊本県建設業協会）

近畿地方整備局
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技能労働者の３割を占める高齢者の大半は、１０年後には引退の可能性

出所：総務省「労働力調査」

高齢者の大量離職の見通し（中長期的な担い手確保の必要性）
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建設業の働き方の抜本的な改善に向けた最近の取組

雇用の安定・人生設計

労働時間・休暇

賃金

○ 適切な賃金水準の確保

・ 公共工事設計労務単価の適切な設定・・・6年連続の単価アップ

○ 女性の活躍の推進

・ 女性の活躍に地域ぐるみで取り組む活動への支援や、経営者向
けの研修を通じて、女性も働きやすい職場環境を整備

（例） 女性同士の交流会を通じ、経営者等へ職場環境の改善を提言
メーカーと連携し、女性目線から負担軽減につながる保護具を開発

○ 週休2日モデル工事の更なる拡大

・ H26年度から週休2日モデル工事を実施

・ 都道府県発注工事でも同様の取組が行われるよう働きかけを
実施

○ 安定的な仕事量の確保

・ 施工時期等の平準化（※）の推進（4-6月期の仕事量の確保）
- ゼロ国債や２カ年国債を活用
- 地方公共団体の先進的な取組を事例集として公表（H28.4）

○ 社会保険の加入促進

・ 国土交通省直轄工事において、下請企業を社会保険加入業者
に限定するなどの取組を実施

※ 施工時期等の平準化は、雇用の安定のほか、賃金、休暇にも資する。

・閑散期（4-6月）の仕事増による年収増 ・年間を通じて仕事の変動が少なくなることによる雇用の安定化 ・繁忙期の仕事減による週休2日の拡大

職場環境・人材育成

○ 職場環境の改善

・ 建設現場の仮設トイレについて、直轄工事では快適トイレ(女性
も活用しやすいトイレ)の設置を原則化し、職場環境を改善○ 建設現場の生産性向上（i-Construction）

・ 測量・施工・検査等の全プロセスでICTを活用することで、測量
・施工などの作業を効率化、検査書類・日数を大幅に削減し、
長時間労働の抑制や休暇の拡大等の実現を目指す

○ 担い手３法（建設業法・品確法・入契法）の趣旨の徹底

・ 建設業者が賃金の元手となる適正利潤を確保できるよう、歩切り
の根絶やダンピング対策の強化等を実施

○ 建設キャリアアップシステムの構築 （※官民で準備作業中 （参加団体：日建連、全建、全建総連 等））

・ 技能者の資格等の情報や現場での就業履歴等を業界統一のルールで蓄積するシステムの構築
・ 資格、就業履歴を適切に評価できることで処遇の改善、就業機会の増加につながる

○ 教育訓練の充実

・ 富士教育センターをH29年度からリニューアルオープン、教育
訓練プログラムの質を充実

・地域の建設業者等による「職人育成塾」などを支援
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○ 相談体制の充実
・各都道府県単位での相談窓口の設置や個別相談会の開催等、全国社会保険労
務士会連合会との連携を強化（H28.7～）

これまでの主な取組

建設業における社会保険未加入対策の概要

関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進めることで、

○ 技能労働者の処遇の向上、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保
○ 法定福利費を適正に負担する企業による公平で健全な競争環境の構築 を実現する必要がある

中央建設業審議会 「建設産業における社会保険加入の徹底について（提言） 」 （平成２４年３月）

○ 社会保険未加入対策推進協議会の設置 （H24.5～）
（※H29.5「建設業社会保険推進連絡協議会」に名称変更）

・建設業関係団体等８４団体、学識経験者、行政（国交省、厚労省）で構成

１．行政・元請・下請一体となった保険加入の推進

○ 経営事項審査における減点幅の拡大 （H24.7～）
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険に未加入の場合の減点幅を拡大

○ 許可更新時等の確認・指導 （H24.11～）
・許可更新・経審・立入検査時に保険加入状況を確認・指導
・立入検査時には元請企業の下請企業への指導状況も確認
・指導に従わず未加入の企業は保険担当部局に通報

２．行政によるチェック・指導

○ 下請指導ガイドライン（課長通知）の制定 （H24.11～）
・元請企業は、施工体制台帳・再下請通知書・作業員名簿等により下請企業や
作業員の保険加入状況を確認・指導

・遅くとも平成２９年度以降は、
①未加入企業を下請企業に選定しない
②適切な保険に未加入の作業員は特段の理由が無い限り現場入場を認めない
との取扱いとすべき

４．社会保険加入に係る建設企業の取組指針の制定・浸透

○ 直轄工事の予定価格への反映 （H24.4～）
・事業主負担分及び本人負担分について、必要な法定福利費を予定価格に反映

○ 法定福利費を内訳明示した見積書の活用
・各専門工事業団体毎に法定福利費を内訳明示した「標準見積書」を作成し、
下請企業から元請企業への提出を開始（H25.9～）

・建設業許可部局の立入検査による見積書の活用徹底（H28.6～）
・小規模業者を対象とした研修会の開催、簡易版の「見積書の作成手順」の作
成等により、見積書に関する周知・啓発

５．法定福利費の確保

○ 国土交通省直轄工事における対策の実施 （H26.8～段階的に実施）
・二次以下の下請企業についても加入企業に限定（H29.4～）
・二次以下の下請未加入企業についても元請にペナルティを実施（H29.10～）

○ 地方公共団体発注の工事における対策の実施
・未加入業者の排除を図ることを、入札契約適正化法に基づき要請（H28.6）

３．公共工事における対策の実施

６．相談体制の充実

・実施後５年（H29年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入率100％、労
働者単位では製造業相当の加入状況を目指すことを目標として共有

・目標の達成に向け、それぞれの立場で社会保険未加入対策を推進することを申
し合わせ

・実施後５年（H29年度）を目途に、企業単位では許可業者の加入率100％、労
働者単位では製造業相当の加入状況を目指すことを目標として共有

・目標の達成に向け、それぞれの立場で社会保険未加入対策を推進することを申
し合わせ

社会保険未加入企業が多く存在し、

○ いざというときの公的保障が確保されず、若年入職者減少の一因となっている
○ 適正に保険に加入し、法定福利費を負担している事業者が競争上不利になる

背景（建設業における課題）
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社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの概要①

〇下請企業について保険加入の確認・指導等

社会保険については関係者を挙げて取り組むことが求められており、元請企業においても下請企業に対する指導等の
取組を講じる必要

元請企業の役割と責任

• 選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状
況を確認し、未加入である場合には、早期に加入手続
を進めるよう指導する

• 再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により
下請企業が社会保険に加入していることを確認し、未
加入の企業があれば指導する

• 遅くとも平成２９年度以降においては、社会保険の全
部又は一部に適用除外ではなく未加入である建設企業
を下請企業に選定しないとの取扱いとすべき

〇現場に入場する作業員の保険加入の確認・指導等
• 新規入場者の受け入れに際して、各作業員について作

業員名簿の社会保険欄を確認し、未加入等が発覚した
場合には、作業員名簿を作成した下請企業に対し、作
業員を適切な保険に加入させるよう指導する

• 遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険へ
の加入が確認できない作業員について、特段の理由が
ない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべき

〇法定福利費の適正な確保
• 見積時から法定福利費を必要経費として適正に確保する必要があり、法定福利費を内訳明示した見積書の提出につ

いて、下請企業に対する見積条件に明示するとともに、提出された見積書を尊重すること
• 元請負人が、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや他の費用で減額調整を行うなど、実質的

に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結することは厳に慎むべき

〇「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、建設業における社会保険の加入について、
元請企業及び下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設企業の取組の指針とするべき
ものとして策定

〇同ガイドラインは、平成24年７月に通知し、同年11月１日に施行（平成28年７月28日最終改訂）
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社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの概要②

下請企業の役割と責任

従業員の社会保険加入義務を負っているのは雇用主であるため、下請企業自らが積極的にその責任を果たすことが
必要不可欠

〇雇用する労働者の適切な社会保険への加入 〇元請企業が行う指導等への協力
• 労働者である社員と請負関係にある者の二者を明確に

区別した上で、労働者である社員についての保険加入
手続を適切に行う

• 労務関係経費の削減を意図して、雇用者を個人事業主
として請負契約を結ぶことは、偽装請負として労働関
係法令に抵触するおそれ

• 元請企業の指導が建設工事の施工に携わる全ての
下請企業に行き渡るよう、元請企業が行う指導に
協力する

〇法定福利費の適正な確保
• 自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積り、法定福利費を内訳明示した見積書を注文者に提出する

とともに、業務の一部を再下請負させる場合は、再下請負人の法定福利費を適正に確保する
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平成２４年 ７月 ４日 通知
平成２４年１１月 １日 施行
平成２７年 ４月 １日 一部改訂
平成２８年 ７月２８日 一部改訂

施行期日等

今後、建設業における社会保険の加入状況や社会保険未加入対策の
取組状況及び成果、本ガイドラインに基づく取組状況等を踏まえて必
要があると認めるときは、速やかにガイドラインの見直しなど所要の
措置を講ずる。

近畿地方整備局



「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」の改訂等について（概要）

適切な保険への加入が確認できない作業員の扱いについて
○ 「下請指導ガイドライン」では、「遅くとも平成２９年度以降においては、適切な保険に加入していることを確

認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」
としている

○ 特段の理由とは、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、以下のような場合に限定する
べきである

○ なお、仮に特段の理由により入場を認めた場合であっても、あくまで特例的な対応であり、引き続き加入指導は
行うべきである
（※上記「特段の理由」により現場入場が認められる場合は、「下請指導ガイドライン」上の扱いに限ったもの
であり、当然ながら法令上の加入義務が無くなるものではない）

雇用と請負の明確化について
○ 現場に入場する各作業員が就労形態に応じて入るべき保険を明確化するため、以下の方針を徹底することとする

ガイドラインの取扱いについて

①当該作業員が現場入場時点で６０歳以上であり、厚生年金保険に未加入の場合（雇用保険に未加入の場合は
これに該当しない）

②例えば伝統建築の修繕など、当該未加入の作業員が工事の施工に必要な特殊の技能を有しており、その入場
を認めなければ工事の施工が困難となる場合

③当該作業員について社会保険への加入手続き中であるなど、今後確実に加入することが見込まれる場合

（「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインの改訂等について」（平成28年7月28日付
国土建第429号）より）

・元請企業は、作業員名簿に記載された作業員が、雇用されている労働者か、企業と請負関係にある者か疑義
がある場合は、作成した下請企業に確認を求めるなど、適切な保険に加入していることを確認すること

・下請企業は、労働者である社員と請負関係にある者を明確に区分したうえで、労働者である社員については
保険加入を適切に行うとともに、請負関係にある者については、再下請負通知書を適切に作成すること
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「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における「適切な保険」について

所属する事業所

就労形態

労働保険 社会保険

事業所
の形態

常用労働者
の数

雇用保険
医療保険

（いずれか加入）
年金保険

法 人

１人～
常用

労働者
雇用保険※３

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保

険組合（建設国保等）※１

厚生年金

－ 役員等 －

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保

険組合（建設国保等）※１

厚生年金

個 人
事業主

５人～
常用

労働者
雇用保険※３

・協会けんぽ
・健康保険組合
・適用除外承認を受けた国民健康保

険組合（建設国保等）※１

厚生年金

１人～４人
常用

労働者
雇用保険※３

・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

－
事業主、
一人親方

－
・国民健康保険
・国民健康保険組合（建設国保等）

国民年金

：事業主に従業員を加入させる義務があるもの ：個人で加入

※１ 年金事務所健康保険の適用除外の承認を受けることにより、国民健康保険組合に加入する。
※３ 週所定労働時間が２０時間以上等の要件に該当する場合は常用であるか否かを問わない。

「下請指導ガイドライン」における

「適切な保険」の範囲

３保険

健康保険及び厚生年金保険

３保険

雇用保険
（医療保険と年金保険については個人
で加入）

医療保険と年金保険については
個人で加入
（但し、一人親方は請負としての働き
方をしている場合に限る）※２

※２ 詳しくは、一人親方「社会保険加入
にあたっての判断事例集」参照。
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社会保険未加入対策に関するＱ＆Ａ（よくある質問）の作成

国交省HP トップページ

土地・建設産業ページ

平成２７年４月に、「社会保険未加入対策に関するＱ＆Ａ（よくある質問）」を作成し、国交省の
ホームページにて公表（随時更新）。

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000080.html

・『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』本文
・『みんなで進める一人親方の保険加入』

などの資料についても、このページに掲載しています。
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Q&A（よくある質問）

社会保険未加入対策ページ
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ご静聴ありがとうございました。
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